
平成２１年度福島県登録販売者試験要項

１ 試験日時
平成２１年８月２５日（火） １０：３０～１６：００

２ 試験場所
ビッグパレットふくしま（福島県産業交流館）１階 多目的展示ホール
（郡山市安積町日出山字北千保１９番地の８）

３ 試験項目、問題数及び配分時間

試験項目 問題数 配分時間
医薬品に共通する特性と基本的な知識 ２０問 ４０分
人体の働きと医薬品 ２０問 ４０分
主な医薬品とその作用 ４０問 ８０分
薬事に関する法規と制度 ２０問 ４０分
医薬品の適正使用と安全対策 ２０問 ４０分

合 計 １２０問 ２４０分
※10:30～12:30 「医薬品に共通する特性と基本的な知識」、「主な医薬

品とその作用」
14:00～16:00 「人体の働きと医薬品」、「薬事に関する法規と制度」、

「医薬品の適正使用と安全対策」

４ 試験方法
マークシート方式

５ 受験手数料
(1) １７，６００円とし、相当金額の福島県収入証紙を受験申請書に貼付し、
消印しないで納付すること。
なお、福島県収入証紙の購入が困難な場合は、郵便為替の同封に代える

ことが出来る。
(2) 受験手数料は、受験に関する書類を受理した後は、いかなる理由があっ
ても返還しない。

６ 受験資格及び提出書類
受験資格は次の各号に掲げるものとし、試験を受けようとする者は、受験

申請書（第１３号様式）に写真（縦８cm×横６cm 申請日前６月以内に脱帽



して正面から撮影した上半身像のもの）を貼付し、各受験資格ごとにそれぞ
れ必要な書類を添えて提出するものとする。
■ 高校卒業程度の学歴を有し、薬局、医薬品一般販売業（卸売販売業を除
く）、薬種商販売業、配置販売業で一般用医薬品販売の実務に継続して※１

１年以上従事した実務経験※２を有する者
○卒業証明書又は卒業証書の写し※３

○実務経験（見込）証明書（様式１・２※４関係）
■ 薬局、医薬品一般販売業（卸売販売業を除く）、薬種商販売業、配置販売
業で一般用医薬品販売の実務に継続して※１４年以上従事した実務経験※２

を有する者
○実務経験（見込）証明書（様式１・２※４関係）

■ 薬学部等の卒業者
○卒業証明書又は卒業証書の写し※３

【注意】
※１ 継続した１年又は４年以上の実務経験とは、同一営業者の店舗での

経験に限る。なお、実務経験の期間は、各月ごとに８０時間以上の勤
務時間を必要とする。

※２ 実務経験の内容は、次の①～⑥の全てを行った場合に限る。
①主に一般用医薬品の販売等の直接の業務を行った。

②一般用医薬品の販売時の情報提供を補助する業務又はその内容を知ることが

できる業務を行った。

③一般用医薬品に関する相談があった場合の対応を補助する業務又はその内容

を知ることができる業務を行った。

④一般用医薬品の販売制度の内容等の説明の方法を知ることができる業務を行

った。

⑤一般用医薬品の管理や貯蔵に関する業務を行った。

⑥一般用医薬品の陳列や広告に関する業務を行った。

※３ 卒業証明書又は卒業証書の写しについて、卒業証明書等に記載され
た氏名と現在の氏名が異なる場合は、その変遷の状況が明らかにな
る戸籍謄本等の証明書を添付すること。

※４ 実務経験（見込）証明書について
・新法施行日以前（～平成２１年５月３１日）の実務経験の期間につ
いては、様式１により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、一般
販売業者、薬種商又は配置販売業者の証明を必要とすること。

・新法施行日以後（平成２１年６月１日～）の実務経験の期間につい
ては、様式２により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、店舗販
売業者又は配置販売業者及び薬局の管理者、店舗管理者又は区域管



理者の証明を必要とすること。

７ 受験受付等
(1) 受付期間 平成２１年６月１日（月）から６月３０日（火）まで

なお、郵送による場合は書留とし、受付期間終了日の消印ま
で有効とする。

(2) 提 出 先 県内居住者は受験申請書を最寄りの保健所に、県外居住者は
福島県保健福祉部薬務課（以下「薬務課」という。）に提出
すること。

※ 試験日の１週間前になっても受験票が届かない場合は、薬務課に問い合
わせること。
〒９６０－８６７０
福島県福島市杉妻町２番１６号
福島県保健福祉部薬務課
電話 ０２４（５２１）７２３３

８ 合格基準
原則として、総得点の７割程度であって、かつ、各項目の得点が４割以上

９ 合格発表
試験の合格発表は、原則、平成２１年９月２５日（金）とする。
福島県庁前掲示板、薬務課ホームページ及び県内各保健所に合格者の受験

番号を掲示するほか、合格者には合格通知書（第１４号様式）を本人あて送
付する。
ただし、合格通知書の氏名の表記はＪＩＳ第一水準の文字に書き換える場

合がある。
なお、不合格者には通知しない。

10 試験結果の開示（口頭による開示請求）
個人情報保護条例（平成６年福島県条例第７１号）第１７条第１項の規定

により、受験者本人からの口頭による開示請求をすることができる。
口頭による開示を請求する場合は、受験者本人が、受験票及び本人である

ことを証明する書類（運転免許証、旅券等）を持参し、下表により午前９時
から午後５時までの間に開示場所に直接請求すること。
ただし、土曜・日曜・国民の祝祭日は行わない。



開示請求できる人 開 示 内 容 開 示 受 付 期 間 開 示 場 所

受 験 者 本 人 個人の総得点及び 合格発表の日から 福島県庁西庁舎７階

項 目 別 得 点 １ ヶ 月 間 薬務課内

11 その他

受験申請書及び試験要項その他の関係書類は、最寄りの保健所又は薬務課
で交付する。
また、郵送を希望する場合は、１２０円切手を貼った宛先明記の返信用封

筒（角型２号）を同封の上、「福島県保健福祉部薬務課」に請求すること（請
求者の電話番号を明記すること）。
なお、合格発表前は、試験問題や合否についての問い合わせには応じない。


